
平成２０年３月

国際海上コンテナ用セミトレーラの申請者（使用者）各位

国土交通省 道路局 道路交通管理課

国土交通省 自動車交通局 技術安全部 技術企画課

ISO規格フル積載の国際海上コンテナに係る経過措置終了のお知らせ

自動車検査証の備考欄に「基準緩和の認定の有効期間の満了する日は、平成

２０年３月３１日とする 」と記載されているコンテナセミトレーラについて。

は、平成２０年４月以降、当該トレーラに積載できる最大積載量が、以下の

ように変わりますのでご注意下さい。

■平成10年4月～平成20年3月までの経過措置

２０ｆｔ ◇経過措置：長さ２０フィートの国際海上コ

フル積載 ンテナをフル積載(24トン)しようとする現

ｺﾝﾃﾅ 24t 行タイプ２軸トレーラ（連結した状態にお

ける最遠軸距が11.5ｍ以下のトレーラ）で

あって、平成10年3月31日までに初度登録○ ○ ● ●
↓ ↓ ↓ ↓ を受け、かつ、安全上必要な改造を講じた

5.5t 8t 10t超 10t超 ものは平成20年3月31日まで基準の緩和を

。（ 、「 」認めています 以下 改造２軸トレーラ

という ）。

。■平成20年4月以降、改造２軸トレーラは「基準内最大積載量」となります

２０ｆｔ ◇経過措置によりフル積載を認めていた改造

（例） ２軸トレーラの最大積載量は、平成20年4

ｺﾝﾃﾅ20.32t 月以降、自動車検査証の最大積載量欄中、

括弧外に記載されている「基準内最大積載

量（例：20.32ﾄﾝ 」となります。○ ○ ○ ○ ）

軸重 10ﾄﾝ以下 特殊車両の通行許可ができるのも基準内の

積載重量以下となります。

■平成20年4月以降、フル積載が可能なトレーラは「３軸車」です。

２０ｆｔ ◇２０フィートの国際海上コンテナに24ﾄﾝの

、「 」フル積載 フル積載をする場合には ３軸トレーラ

ｺﾝﾃﾅ 24t が必要となります。

（20ﾌｨｰﾄ専用、20/40ﾌｨｰﾄ兼用ｼｬｰｼ）

○ ○ ◎◎◎
軸重 10ﾄﾝ以下



平成２０年４月１日以降のトレーラの取扱いについて

イメージ
基準緩和認定された最大積載
重量及び車両総重量（［　］内）
の有効期間が平成20年３月
31日で満了するが、基準内
（［　］外）であれば、これまでど
おり使用可能です。
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有効期間の満了する日
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自家用・事業用の別自 動 車 登 録 番 号 又 は 車 両 番 号

車　　　　　　　　　名

車　　　体　　　番　　　号

形　　　　　　　式 原　動　機　の　形　式 燃　料　の　種　類

車  体  の  形  状

車　両　重　量 車　両　総　重　量

幅 高　　さ 前後軸重 後前軸重

　　＊保安基準緩和＊〔認定年月日〕平成１１年４月１日［○○運輸局］１００〔緩和
    事項〕［００４］車両総重量、［００５］軸重、［０５６］隣接軸重〔制限事項〕
   〔０２８〕　　被けん引自動車の後面には、基準車両総重量に単体物品基準緩和車両
    総重量を括弧書で、基準最大積載量に単体物品基準緩和最大積載量を括弧書でそれ
    ぞれ併記して表示すること。、〔０２５〕被けん引自動車の後面には、軸重を表示
    すること。、〔０９６〕被けん引自動車の後面には、隣接軸重を表示すること。
   〔０６８〕基準緩和による運行は、国際海上コンテナを輸送する場合に限る。〔０６
    ９〕基準緩和の認定の有効期間の満了する日は、平成２０年３月３１日とする
    ＊けん引車＊　・・・・
　　〔その他検査事項〕（１）最大積載量欄及び車両総重量欄において括弧外は基準内
　　の最大積載量及び車両総重量を、括弧内は基準緩和時の最大積載量及び車両総重量
　　をそれぞれ示す。
　　以下余白

型式指定番号 類別区分番号

２０３２０［２４０００］kg ３５００kg ２３８２０［２７５００］kg

２４８cm １５６cm - kg １３８０kg



平成２０年３月

道路管理者各位

国土交通省 道路局 道路交通管理課

ISO規格フル積載の国際海上コンテナに係る経過措置終了のお知らせ

自動車検査証の備考欄に「基準緩和の認定の有効期間の満了する日は、平成

２０年３月３１日とする 」と記載されているコンテナセミトレーラについて。

は、平成２０年４月以降、当該トレーラに積載できる最大積載量が、以下の

ように変わりますのでご注意下さい。

■平成10年4月～平成20年3月までの経過措置

２０ｆｔ ４０ｆｔ

フル積載 フル積載

ｺﾝﾃﾅ 24t ｺﾝﾃﾅ 30.48t

○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

5.5t 8t 10t超 10t超 6.5t 10t超 8t 8t 8t

※経過措置 （裏面） ※経過措置 （裏面）

。■平成20年4月以降、改造２軸トレーラは「基準内最大積載量」となります

２０ｆｔ ◇経過措置によりフル積載を認めていた改造

（例） ２軸トレーラの最大積載量は、平成20年4

ｺﾝﾃﾅ20.32t 月以降、自動車検査証の最大積載量欄中、

括弧外に記載されている「基準内最大積載

量（例：20.32ﾄﾝ 」となります。○ ○ ○ ○ ）

軸重 10ﾄﾝ以下 特殊車両の通行許可ができるのも基準内の

積載重量以下となります。

■平成20年4月以降、フル積載が可能なトレーラは「３軸車」です。

２０ｆｔ ◇２０フィートの国際海上コンテナに24ﾄﾝの

、「 」フル積載 フル積載をする場合には ３軸トレーラ

ｺﾝﾃﾅ 24t が必要となります。

（20ﾌｨｰﾄ専用、20/40ﾌｨｰﾄ兼用ｼｬｰｼ）

○ ○ ◎◎◎
軸重 10ﾄﾝ以下



■参考

※３月３１日までの経過措置の内容

(1) ２０ｆｔコンテナ

長さ２０フィートの国際海上コンテナをフル積載(24トン)しようとする現行タイプ

（ ） 、２軸トレーラ 連結した状態における最遠軸距が11.5ｍ以下のトレーラ については

平成10年3月31日までに初度登録を受け、かつ、安全上必要な改造を講じたもの。

(2) ４０ｆｔコンテナ

フル積載(30.48トン)をしようとする現行タイプのトラクタについては、

①フル積載に対応するため安全上必要な措置を施す必要があるものについては、平成

10年9月末までに初度登録されたもの、

②フル積載への対応を設計段階で考慮して製造されるものについては、その駆動軸重

11.5トン以下で、かつ、平成15年3月末までに初度登録を受けたものについて、

●平成20年３月31日まで認める。

○平成20年4月以降、４０フィートの国際海上コンテナをフル積載でけん引できる２軸の

トラクタは、駆動軸にエアサスペンションを装着した「認証トラクタ」です。

４０ｆｔ ◇認証トラクタ：トラクタの駆動軸にエアサ

フル積載 スペンションを装着し、規定の試験及び判

ｺﾝﾃﾅ 30.5t 定方法に適合し、基準緩和自動車として認

定された「認証トラクタ」については、

特殊車両通行許可の対象として恒久的に認○ ◎ ○ ○ ○
↓ めています。認証トラクタに限り

平成15年5月19日付け、国道交第20号「道路交通管11.5t 軸重11.5tまで緩和

理課長」通達、国道企第12号「企画課長」通達

○４０フィート用２軸トレーラは、従前から２４トンまで積載可です。

４０ｆｔ

ｺﾝﾃﾅ 24t

○ ○ ○ ○
軸重10ﾄﾝ以下


